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　抄　録　日本の商標実務においては商品・役務を類似群に分類して類似範囲を確定します。よって
指定商品・役務は権利範囲を決定するために重要な要素であり，商標実務のあらゆる局面で類似群の
正しい解釈が必要ですが，商標実務者にとって類似群はしばしば理解しにくいものです。また類似群
を正しく理解すると，商標の維持管理が容易になります。本稿では基本的な事項であるにも関わらず
正確な理解が難しい類似群について解説します。
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1 ．	はじめに

日本では，1884年の商標条例制定時から，商
標権を付与する商品を分類し，その分類に基づ
いて出願を受け付けるという方法を採用してい
ます。これは登録主義のもと，手続の明確化及
び円滑化を図るためのものです。このように商
標登録にかかる商品を分類して手続を行う方法
は便宜であるため，韓国，台湾，中国といった
東アジア諸国でも採用され，またアセアン諸国
においても今後採用される動きがあります。

2 ．	商品・役務類似群とは？

（1）類似群の概要
類似群とは，特許庁の「類似商品・役務審査
基準」において，類似する商品同士，類似する

役務同士をグループ分けしたその各グループの
ことをいい，各類似群にはコードが付されてい
ます。

（2）権利範囲の決定
商標権の権利範囲については，指定商品・役

務の類似範囲での第三者の使用は，「当該商標
権を侵害するものとみな」され（商標法第37条），
禁止権が認められます。また，出願の審査にお
いて，類似範囲の登録が先行している場合には
出願が拒絶されます（商標法第４条第１項第11
号）。
このような商品・役務の類似について，我が

国では上記のとおり，同じ類似群に属する商品，
役務はそれぞれ類似するものと推定されます。

3 ．	類似群の変遷

（1）ニース国際分類との関係と改訂
上述のとおり，もともと我が国では明治時代
から独自の区分及び類似群によって審査を行っ
ており，現在の類似群は昭和34年法における類
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似群が基礎となっています。1992年（平成４年）
にニース協定に基づく商品・役務の国際分類を
導入した際に，類似範囲についてはこれを維持
したのです。商標法第６条第３項に「前項の商
品及び役務の区分は，商品又は役務の類似の範
囲を定めるものではない。」と規定されている
のはそのためです。
なお，国際分類はニース協定専門家委員会に

おいて定期的に変更されており，これに伴って
類似商品・役務審査基準も変更されます。さら
に，我が国独自にも毎年上記基準の見直しを行
っていることから，類似群は固定化されたもの
ではなく，時代の変遷とともに変化しています。

（2）区分の書き換え
ニース国際分類に移行するのと同時に，それ

まで我が国独自の区分によって登録されていた
登録の区分をニース分類に合わせて書き換える
という作業が行われました（平成10年から22年
まで）。これにより，登録にかかる区分が変更
され，区分を超えて類似商品・役務が存在する
という現在のような状態となったのです。

（3）他類間類似商品・役務一覧表
特許庁発行の類似基準の巻末には他類間類似

商品・役務一覧表があります。
たとえば，11A07のコードが付されている類

似群については以下のとおり記載されています。

第８類　電気かみそり及び電気バリカン
第11類　美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類
第21類　電気式歯ブラシ
第26類　電気式ヘアカーラー
―関連する小売等役務―
【35K08】
第35類　電気機械器具類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供

これは，上記のすべての商品及び役務が互い
に類似する関係であり，同一の類似群に属する
ことを示しています。

4 ．	類似群及び指定商品・役務の解釈

（1）類似の範囲
１）同一類似群内の商品・役務
上述のとおり，同一類似群内の商品・役務は
類似すると推定されます。小売役務と小売の対
象となる商品の間でも類似関係が認められま
す。しかし，小売役務同士が類似の場合であっ
ても，それぞれの小売の対象となる商品同士は
類似しない場合もあり，また，類似する小売役
務Ｘにかかる商品Ａと，小売役務Ｘに類似する
小売役務Ｙは類似しない場合があります。
２）備考類似
備考類似とは，他の類似群の商品・役務と類
似と推定される関係です。審査においては原則
として備考類似は考慮されませんが，異議申立
て，無効審判等においては類似と推定されます。
備考類似は「推定」され，争うことができま
すが，審決・判決においては結果的に非類似と
判断された例が多いようです。

（2）包括的表示
1992年以前の商品区分においては，「その他
本類に属する商品」という表示が認められてい
ました。しかし，1992年の国際分類採用後は，
このような表示をすることが認められなくなり
ました。よって，ある区分に属する商品・役務
すべてを指定するということはできません。区
分内で保護を希望する商品・役務については，
個別に指定するか，あるいはその商品・役務が
含まれる「見出し」を指定することにより，指
定します。
「見出し」は各類似群に付されており，ある
程度包括的な商品・役務のグループを表す名称
です。たとえば，図１に示すようなものです。
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類似群09A06の見出しは「化学機械器具」で
あり，その下位概念として「ろ過機」等があり
ます。見出しである包括表示「化学機械器具」
を指定すると，基本的にはその下位概念として
認められるすべての商品に権利が及ぶこととな
ります。

5 .	 商標実務と類似群

（1）出願における各段階での注意事項
１）出願前調査
出願前調査の段階においては，使用する商
品・役務が何であるかを正確に理解し，その商
品・役務がどの類似群に属するかを見極めたう
えで調査を行うことが重要です。
２）出願時
① 商品・役務の指定のしかた
出願の指定商品・役務を正しく記載すること
は，後に獲得する権利の範囲と直接的に連動す
るので，商標の出願において注意しなければな
らない点です。上述のとおり類似群の見出しを
使って指定商品・役務を指定することもできま
す。
保護を希望する商品・役務が，ある類似群に
属することが明らかな場合には，その類似群の
見出しを用いて指定することが便宜です。しか
し，後に権利範囲を明確化するためには，あわ
せて保護を希望する商品・役務を積極的かつ具
体的に表示することも有効です。
たとえば，図２に示すとおり「アノラック」「ス

キー競技用衣服」は類似群「運動用特殊衣服（「水
上スポーツ用特殊衣服」を除く。）（24C01）に
属しています。

しかし，「スキー用被服（怪我防止用のもの
を除く。）及びスキー競技用衣服（怪我防止用
のものを除く。）」については表１に示すように
類似群として「17A01 17A02 17A04 17A07 
24C01」が付されており，24C01の類似群を指
定しただけでは，全てのスキー用被服について
保護を受けることができないことになります。
つまり，街着としても着られるようなダウンコ
ートは24C01では保護されないのです。 

表１　商品・役務名検索（結果一覧）抜粋

区
分
データ
種別

商品・役務名
（日本語）

商品・役務名
（英語）

類似群
コード

25 M スキー用被服及び
スキー競技用衣服 ski clothing

17A01 
17A02 
17A04 
17A07 
24C01 

25 T スキー用被服及び
スキー競技用衣服 ski wear

17A01 
17A02 
17A03 
17A04 
17A07 
24C01 

このような例は各区分で見受けられます。よ
って，出願時に指定商品・役務を指定する際に
は，実際にどのような範囲で保護を希望するの
かについて慎重に検討する必要があります。

② どの区分，類似群を選択するか
商品・役務によっては，いずれの類似群に属

するか判別しがたい，あるいは複数の類似群に
属する場合もあります。例えば，香料であれば
第１類「化粧品・香料・芳香及び風味組成物の
製造用化学品」（01A01），第３類「香料」（04D01），
第30類「食品香料（精油からなるものを除く。）」

図１　第７類　類似群09A06の見出し 図２　第25類　類似群24C01の見出し
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（04D01）といった類似群に該当する可能性が
あり，いずれを選択するか，あるいは複数につ
いて指定するかという選択肢があります。

③ 外国出願を予定している場合
日本で出願したのちに外国出願を予定してい

る場合には，商品・役務の指定について特に配
慮すべきです。
パリルートで各国へ直接出願する場合には，

指定商品・役務の厳密な一致まで求めない国が
殆どですが，中国では原則として日本出願の指
定商品・役務と中国出願のそれとが一致しない
と優先権が認められません。
また，日本で類似群を用いた場合，そこに含

まれる範囲について外国で疑義が生じることが
ありますので，重要な商品・役務は積極表示し
たほうがよいでしょう。諸外国では，日本の類
似群の見出しをそのまま指定できないことも多
く，具体的な商品・役務を指定するよう要求さ
れることがありますので，出願前に確認するこ
とをお勧めします。
マドリッドプロトコール経由で出願する場合

には，さらに注意が必要です。国際登録の指定
商品・役務は基礎登録の範囲内でのみ認められ
ますので，各指定国で問題が生じないように日
本出願段階から検討したほうが良いと思いま
す。将来，権利行使する可能性まで考えると，
権利範囲が明確かつある程度の幅をもって解釈
されるような記載が必要でしょう。つまり，こ
こにおいてもやはり必要な指定商品・役務の積
極表示を検討すべきと思われます。　　
３）審査段階
審査段階では，先行商標が引用された場合，
及び補正をする際に類似群が関連します。

①  先行商標と抵触する場合（商標法第４条
第１項第11号）

出願商標の指定商品・役務と引用商標の指定
商品・役務とは同一の類似群に属しているはず
ですが，引用商標が審査中である場合には，そ

の後補正によって指定商品・役務が変更される
可能性があり，まだ類似群が確定していないこ
とがあります。　
引用商標との抵触関係を確認したら，不要な
類似群については指定商品・役務を削除する，
類似関係を争う等の対応をすることができます。

② 指定商品・役務の補正をする場合
上述のように引用商標との抵触関係を回避す

るために補正を行うほか，商品・役務の範囲が
不明確である等の拒絶理由を克服するためにも
補正を行うことがあります。
商品・役務の範囲を明確にするということ

は，どの類似群に属するかを明確にすることで
もあります。たとえば，「包装用容器」と指定
した場合，材料の特定を要求されますが，それ
は材料によって以下のように類似群及び区分が
異なるからです。
第16類「紙製包装用容器」（18C04）
第22類「布製包装用容器」（18C05）
第20類「竹製包装用容器」（18C06）
等
４） 同一類似群内での商品・役務の類否を争
うことができるか

原則としては，同一類似群内の商品・役務は
類似であると推定され，その非類似を争うこと
は難しいと考えられます。
しかし商品・役務の取引は時代の趨勢ととも
に変化するため，その類否を定める類似群も絶
対的なものとはいえません。従って，同一類似
群内において商品・役務の非類似が認められた
り，類似群が異なる商品・役務の間で類似が認
められたりする例もあります。

（同一類似群内で非類似が認められた例）
・不服2004 -14608
「ステントグラフト」×「車いす」（10D01）
・不服2003 -24278
「医療用手袋」×「手袋」（17A04）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 67　No. 3　2017 417

（他類似群内で類似が認められた例）
・異議2002 -90734
「トイレット用芳香剤，その他の芳香剤」
（04D02）＝「トイレット用防臭剤」（01B01）
・無効2004 -35071
「パイ（菓子）」（30A01）＝「ミートパイ」（32F06）
・平成27年（行ケ）第10134号
「脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体
重計」（10C01）＝「体脂肪測定器，体組成計」
（10D01）
また，備考類似が覆された例もあります。
・異議2003 -90365
「電気通信機械器具」（11B01）×「電子管，半導
体素子，電子回路（電子計算機用プログラムを
記憶させた電子回路を除く。）」（11C01）
・異議2003 -90165
「電子計算機用プログラム，電子計算機」
（11C01）×「インターネット又は電子計算機端
末による通信若しくはその他の通信を利用した
電子計算機用プログラムの提供，電子計算機（中
央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶
させた電子回路，磁気ディスク，磁気テープそ
の他の周辺機器を含む。）の貸与」（42X11）
５）登録後
① 使用している商品・役務の確認
登録された後には，使用している商品・役務
と登録にかかる商品・役務とに齟齬がないこと
を確認しておくべきです。当初予定していたも
のと異なる商品・役務に商標を使用するように
なることもありますので，常に注意が必要です。
特に，審査基準の変更によって権利範囲に変
動が生じることもあります。例えば，2012年の
改訂により，以下のように類似群が変更されて
います。
（26D01）
映写フィルム， スライドフィルム，スライド

フィルム用マウント，インターネットを利用し
て受信し，及び保存することができる画像ファ

イル，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ
　　　　　↓
（24E02, 26D01）
インターネットを利用して受信し，及び保存

することができる画像ファイル，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ
（26D01）
映写フィルム， スライドフィルム，スライド

フィルム用マウント
② 不使用取消審判
登録に対して不使用取消審判が請求される際，
類似する商品・役務すべてに対して請求される
場合が殆どであり，そこに含まれる商品・役務
のうちのいずれかについて使用を証明すれば登
録は取り消されません。よって，類似群の見出
しで商品・役務を指定していると，使用を証明
できる可能性が高くなるといえます。例えば，
第25類「水泳着」（17A02）と指定するのでは
なく，「被服」（17A01 -17A04・17A07）と指定
しておけば，当初は「水泳着」について商標を
使用していたが，その後「シャツ」に使用する
ようになった場合にも対応できます。
６）更新時
更新時は，その商標登録を維持すべきか否か，

確認するよい機会です。同じような商標を複数
登録している際には，例えば表２のような表を
作成し，維持すべき登録と放棄する登録とを選
別している権利者もあるようです。
また，商品・役務の変化が速く，日進月歩で

新規商品が開発される分野では，10年前，20年
前の出願時と現在とでは，保護すべき商品の内
容が大きく変わっていることがあります。その
ような分野では，類似群の見出しで登録を取得
していたとしても，出願時に世の中に存在しな
かった商品・役務は保護されませんので，再度
出願をし直す必要があります。
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（2）外国の類似群制度
外国では，中国，韓国，台湾で類似群による
指定商品・役務の審査が行われていますが，そ
れぞれの類似群は日本の類似群とは異なってい
ます。韓国・台湾の類似群と日本の類似群の比
較表は以下で参照できます。
（韓国）
日韓類似群コード対応表（TM5 IDリスト対

応）の公表について１) 

（台湾）
日台類似群コード対応表（ニース国際分類［第
10 -2015版］対応）の公表について２）

また，中国の類似群と日本の類似群の差異に
ついて，以下で触れられています（中国商標法
改正前のもの）。
（中国）
中国での商標出願における商品／役務名称の
記載に関する留意点３)

尚，中国では現在，指定商品・役務の標準表
示以外の表示は認められにくくなっています。
2016年に標準表示が追加されました。４）

欧米では日本のような類似群（類似商品・役
務をグループ化したもの）は存在しません。商
品・役務の類似関係について，基準はあります
が，基本的に商標と同様に個別具体的に判断さ
れます。

6 ．	おわりに

類似群は，商標実務のイロハといえるほど基
本的なことです。しかし，意外に複雑であり，
類似群の判断を誤ったために問題へと発展する
ことも少なくありません。
誌面の都合上，簡単に解説しましたが，類似
群について理解いただく上で一助となれば幸い
です。

表２　登録商標類似群管理表の一例

商品区分（国際分類第９版）
指定商品例

管理No. 1 2 3
ロゴ ○○○○○
商標 ○○○○○
登録番号 nnnnnn1 nnnnnn2 nnnnnn3
区分

7 9 11
・ 6 7 8 9 10 11 12 ・ 20 21 22 ・ 34 35 40 42 類似群

・・・・・・・・

□ 家庭用洗濯機，
電気ミキサー

11A06

○

□ 電気アイロン
□ 電気ブザー ○

□ 家庭用衣類乾燥機 ○
□

□ 電気かみそり

11A07
□ 家庭用電気式美容機

械器具 ○

□ 電気式歯ブラシ
□
・・・・・・・・

□
電気機械器具類の小
売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客
に対する便益の提供

35K08

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。
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注　記

 1） https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/
h28 -1jpo_kipo_tm5.htm

 2） https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/
jpo_tipo -ruiji2015.htm

 3） h t t p s : / /www . g l o b a l i p d b . i n p i t . g o . j p /
application/1984/

 4） http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201607/t20160713_ 

169795.html
  （URLの参照日は，全て2016.10.2）
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